
　中央図書館
　特定非営利活動法人
　　　まちづくり津島

R7.4.1～R12.3.31 ５年

21 　文化会館 　ホーメックス株式会社名古屋支店 R4.4.1～R9.3.31 ５年

　　民間事業者等の手法（ノウハウ）を活用することで、市民サービスの向上や施設の効果的かつ
　効率的な運営が期待できる施設については、公募による指定管理者の選定を行う。
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１．公募により指定管理者を選定した施設（２６施設）

　指定管理者制度導入の状況　　　　　　　　　Ｒ８．４．１現在
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R8.4.1～R11.3.31 ３年

　佐屋総合運動場 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　佐屋スポーツセンター 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　佐屋老人福祉センター
　「湯の花の里」

　佐織総合福祉センター 　ホーメックス株式会社 R7.4.1～R12.3.31 ５年

　佐織老人福祉センター
　（※佐織総合福祉センター内）

　佐織総合運動場 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　親水公園総合運動場 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　八開運動場 　株式会社技研サービス

R8.4.1～R11.3.31 ３年

  佐織体育館 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　立田体育館 　株式会社技研サービス

　八輪子育て支援センター
　社会福祉法人
　　　白百合福祉会

R6.4.1～R11.3.31 ５年

　親水公園総合体育館 　株式会社技研サービス R8.4.1～R11.3.31 ３年

　開治子育て支援センター
　社会福祉法人
　　　八開福祉会

R8.4.1～R13.3.31 ５年

　立田北部子育て支援センター
　社会福祉法人
　　　美和多福祉会

　立田南部子育て支援センター
　社会福祉法人
　　　美和多福祉会

R8.4.1～R13.3.31

　社会福祉法人
　　　西川端保育園

R6.4.1～R11.3.31

　北河田児童館 　ホーメックス株式会社名古屋支店 R6.4.1～R11.3.31

５年

５年

R8.4.1～R13.3.31

５年

５年

５年

５年

５年

５年

　市江児童館
　社会福祉法人
　　　市江福祉会

R6.4.1～R11.3.31 ５年

　佐屋西児童館
　社会福祉法人
　　　美和多福祉会

　総合斎苑 　あいさい市総合斎苑管理グループ

指定管理者の名称 指定期間

　社会福祉法人
　　　さくら会

R8.4.1～R13.3.31

R8.4.1～R13.3.31

R8.4.1～R13.3.31

施設名

　西川端児童館

年数

R6.4.1～R11.3.31

　勝幡児童館

　草平児童館
　社会福祉法人
　　　草平福祉会

　コニックス株式会社 R7.4.1～R12.3.31 ５年

　永和児童館 　れんこん村・技研共同体

10年

　ホーメックス株式会社 R7.4.1～R12.3.31 ５年

５年R8.4.1～R13.3.31

26
　道の駅あいさい
　　及び花はす公園

　Ｆｕｎ　Ｓｐａｃｅ株式会社 R7.4.1～R17.3.31



8 　市江地区コミュニティセンター
　市江小学校区コミュニティ推進協
議会

R8.4.1～R11.3.31 ３年

9

6 　草平地域防災コミュニティセンター 　草平地区コミュニティ推進協議会 R5.4.1～R10.3.31 ５年

　永和地区公民館
　公益社団法人
　　　愛西市シルバー人材センター

R8.4.1～R11.3.31 ３年

7 　藤浪地域防災コミュニティセンター 　藤浪地区コミュニティ推進協議会 R5.4.1～R10.3.31 ５年

4 　町方地域防災コミュニティセンター 　町方地区コミュニティ推進協議会 R5.4.1～R10.3.31 ５年

5 　川渕地域防災コミュニティセンター 　川渕地区コミュニティ推進協議会 R5.4.1～R10.3.31 ５年

　西保地区防災コミュニティセンター
　西保地区防災コミュニティセン
ター運営協議会

R5.4.1～R10.3.31 ５年

３年

3 　勝幡地域防災コミュニティセンター 　勝幡地区コミュニティ推進協議会 R5.4.1～R10.3.31 ５年

2

1 　永和地区防災コミュニティセンター 　永和学区コミュニティ推進協議会 R8.4.1～R11.3.31

２．任意指定により指定管理者を選定した施設　（９施設）
　　施設特性等の特段の理由により、公募による指定管理者の選定が困難と認められる施設に
　ついては、従来の受託者等を指定管理者として指定する。

指定管理者の名称 指定期間 年数施設名


